
災害時等の競技会中⽌に関するガイドライン
平成 30 年 10 ⽉ 1 ⽇

（令和3年2⽉22⽇改訂）
公益社団法⼈ ⽇本エアロビック連盟

本連盟(JAF)は、⾃然災害や疫病流⾏等の⾮常時に備えて、 競技会(以下 「⼤会」 )の参加選⼿・関係者の安全
を最優先に配慮し、⼤会中⽌等の判断基準として、以下のガイドラインを作成します。

今後、災害等が発⽣、または発⽣が予測される場合については、このガイドラインに基づき⼤会中⽌等の対応
を⾏います。

1. ⼤会中⽌等の最終告知について
⼤会の実施部⾨の⼀部中⽌、⼤会中⽌等の最終告知は、その事由により原則として“⼤会2週間〜1週間前まで”
に本連盟ウェブサイトで⾏います。

2. ⼤会中⽌基準について
本連盟は⼤会運営にあたり、「選⼿・⼤会関係者への安全」を最優先に配慮し、気象状況、 感染状況、交通状
況等に伴い安全確保が⾒込めないと判断した場合は、実施部⾨の⼀部中⽌または⼤会中⽌を発表します。
またその判断は以下の基準を⽬安とし、開催地(市町村)の情報を参考に⼤会本部（実⾏委員会）が最終判断を
⾏います。

⼤会中⽌基準（中⽌の⽬安）

① 開催地に警報※1 （⼤⾬、強⾵、洪⽔、⼤雪） または特別警報※2が発令されたとき。 または予想される
とき。

② 開催地に直接に影響する地震が前⽇、 あるいは当⽇に発⽣し被害が発⽣したとき。
③ 上記①の特別警報または警報が発令されていない場合でも、 会場が浸⽔ ・ 崩壊等の被害が出ているとき。
④ 開催地に被害が発⽣し、 会場が避難先になっているとき。
⑤ 被害が他の地域で発⽣し、 開催地または近隣地域に直接的な影響がない場合でも、交通機関の乱れにより

⼤会に参加することが困難な場合、または参加することにより⼆次災害のおそれがあると予想されるとき。
⑥ ⼤会の主催・主管者、競技役員および審判員の確保が困難で、⼤会運営に重⼤な⽀障を来すと判断された

とき。
⑦ 疫病流⾏時、政府より緊急事態宣⾔が発令されたとき及びまん延防⽌等重点措置発令時においては悪状況

の時。

※1)警報、 ※2)特別警報については 【参考資料・資料1】 を参照。

3. ⼤会中⽌の対応について
原則、⼤会の代替は⾏いません。⼤会が中⽌となった場合は、下記の通り対応いたします。
① ジャパンカップ地区⼤会/全国⼤会、JOCジュニアオリンピックカップ、全国登録クラブ選⼿権⼤会、全⽇

本学⽣選⼿権⼤会、全国ユースフライト、全国フライトは動画審査に移⾏いたします。
② スポーツエアロビックは動画審査を⾏わず、中⽌となった⼤会の代表枠等は後催⼤会に振り分けます。

4. ⼤会参加料の返⾦について
原則、参加料の返⾦や他⼤会への振替は⾏いませんが、中⽌事由により返⾦する場合もあります。

5. その他
・会場と⾃宅までの往復経路における事故等に関しては、 本連盟は⼀切の責任を負いません。
・参加選⼿・⼤会関係者は、事前に各⾃スポーツ傷害保険、旅⾏保険等に⼊ることをお勧めします。



参考資料︓

資料1． 警報と特別警報

（１）警報とは
警報とは、 重⼤な災害が発⽣する恐れのあるときに警戒を呼びかけて⾏う予報です。 気象庁では7種類
の警報を発表していますが、 本連盟の催事等に関係または影響すると思われる気象の種類は、 次の通り
です。

種 類 発表基準

⼤⾬警報 ⼤⾬によって、重⼤な⼟砂災害や浸⽔害が発⽣するおそれがあると予想したときに発表
されます。⾬が⽌んでも重⼤な⼟砂災害等のおそれが残っている場合には発表が継続さ
れます。

洪⽔警報 河川の上流域での⼤⾬や融雪によって下流で⽣じる増⽔や氾濫により重⼤な洪⽔害が発
⽣するおそれがあると予想したときに発表されます。

暴⾵警報 暴⾵により、重⼤な災害が発⽣するおそれがあると予想したときに発表されます。

⼤雪警報 ⼤雪により重⼤な災害が発⽣するおそれがあると予想したときに発表されます。

（２）特別警報とは
特別警報とは、 警報の発表基準をはるかに超える⼤⾬等が予想され、重⼤な災害が発⽣するおそれが著し
く⾼まっている場合、 特別警報を発表し、最⼤級の警戒を呼びかけます。
気象庁では6種類の特別警報を発表していますが、 本連盟の催事等に関係または影響するであろうと思わ
れる気象の種類は以下の通りです。

種 類 発表基準

⼤⾬特別警報 ⼤⾬特別警報は、台⾵や集中豪⾬により数⼗年に⼀度の降⾬量となる⼤⾬が予想される
場合、もしくは、数⼗年に1 度の強度の台⾵や同程度の温帯性低気圧により⼤⾬になる
と予想される場合に発表されます。

暴⾵特別警報 数⼗年に1 度の強度の台⾵や同程度の温帯性低気圧により暴⾵が吹くと予想される場合
に発表されます。

⼤雪特別警報 数⼗年に⼀度の降雪量となる⼤雪が予想される場合に発表されます



資料2． 緊急事態宣⾔とまん延防⽌等重点措置

＝全国的かつ急速なまん延を抑えるための対応

範囲：原則、都道府県単位

講じうる措置：事業者に時短要請～休業要請(命令、過料(30万円))
飲食店におけるアクリル板の設置又は対人距離の確保、マスク着用、手指消毒、換気の徹底
住民に外出自粛要請
イベント開催制限・停止 など

＝特定地域からのまん延を抑えるための対応

範囲：原則、区画や市町村単位

講じうる措置：事業者に時短要請(命令、過料(20万円))
飲食店におけるアクリル板の設置又は対人距離の確保、マスク着用、手指消毒、換気の徹底
住民に知事の定める区域・業態にみだりに出入りしないことの要請 など

一般的な要請(罰則なし)

指標を総合的に評価し、ステージⅣ相当で宣言

一部地域における感染の急拡大を封じ込め
ることが目的であり、ステージⅢ相当であ
る他、感染拡大の状況を勘案して適用

措置を実施している区域の感染状況が都
道府県全域に感染を拡大させるおそれが
ない水準か等を踏まえて終了

緊急事態措置

まん延防止等重点措置

緊急事態措置、まん延防止等重点措置等について
（個別の都道府県の扱いについては、機械的に行うのではなく、その都度、総合的に判断）

指標を総合的に評価し、ステージⅢ相当と
なる場合に解除（ステージⅡ相当以下に下
がるまで必要な対策を段階的に実施）

ステージⅣ
爆発的な感染拡大及び深刻な医
療提供体制の機能不全を避ける
ための対応が必要な状態

(主な目安)
・医療のひっ迫具合
（確保病床使用率50%、入院率25%）
・週当たり新規報告数（25人/10万人）

ステージⅢ
感染者の急増及び医療提供体制
における大きな支障の発生を避
けるための対応が必要な段階

(主な目安)
・医療のひっ迫具合
（確保病床使用率20%、入院率40%）
・週当たり新規報告数（15人/10万人）

ステージⅡ
感染者の漸増及び医療提供体制
への負荷が蓄積する段階

※緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る要請に伴う支援については、要請に応じたこと、要請による経営への影響の度合い等を勘案し、公平
性の観点や円滑な執行等が行われることに配慮し、十分な理解を得られるようにするため、必要な支援となるよう努める。

＝特定地域からのまん延を抑えるための対応


